
   自分ですすめる『学びの一歩』 （A３に拡大して使用） №3 

小６社会科 『国の政治のしくみと選挙』  名前（                           ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・教科書24～29ペ

ージをヒントに国民
こ く み ん

と国会
こ っ か い

と内閣
な い か く

の関係
か ん け い

について調べよう。 

・国会での話し合い

は選挙
せ ん き ょ

で選
え ら

ばれた

国会
こ っ か い

議員
ぎ い ん

によって行

なわれます。 

・選挙権
せ ん き ょ け ん

は 18 才以

上の国民に認
み と

められ

ています。 

・国
く に

や都道府県
と ど う ふ け ん

など

による公共
こ う き ょ う

サービス

にかかる費用
ひ よ う

の多く

は税金
ぜ い き ん

でまかなわれ

ています。 

・内閣
な い か く

は国会
こ っ か い

で決め

られた予算
よ さ ん

や法律
ほ う り つ

に

もとづいて実際
じ っ さ い

に

政治
せ い じ

を行います。 

・教科書24～31ペ

ージをヒントに三権
さ ん け ん

分立
ぶ ん り つ

について調べよ

う。 

・ 三権分立とは ，

国会
こ っ か い

，内閣
な い か く

，裁判所
さ い ば ん し ょ

が国の重要な役割

を分担して行なって

いる仕組みのこと。 

 

 

１．『国民
こ く み ん

』『国会
こ っ か い

』『内閣
な い か く

』の働
はたら

きを調べ，下の図の□に書こう。                          

 

ステップ２（自分でやってみよう） ステップ１（先生の一言） 

２．裁判所の働きや□にあてはまる言葉を書き，三権分立の図を完成させよう。 

 

国会
こ っ か い

の働
はたら

き 

二つの議院で国の政治の方向を多数決で決める。 

○法律の制定・・・唯一の立法機関 

○内閣総理大臣の指名・・・国会議員の中から選ぶ 

○予算の決議・・・国のお金の使い道を決定 

○条約の承認・・・外国との約束を認める 

○弾劾裁判所の設置・・・裁判官をやめさせることができる 

○憲法改正の発議・・・憲法を改めることを国民に提案 

国民
こ く み ん

の働き 

国会での話し合いをする国民の代

表者を選挙で選んだり，税金を納

めたりする。 

○選挙権・・・１８才以上の国民 

○税金・・・消費税，住民税など 

内閣
な い か く

の働き 

国で決められた予算や法律にもとづいて，実際に政治を

行う。 

 ○法律や予算を国会に提出する。 

 ○国会の召集を決める。 

 ○衆議院の解散を決める。 

○外国との条約を結ぶ。 

○外国との交渉や交際を行う。 

○最高裁判所の長官を指名する。など 

①を信任しないことを
決議する 

決議する ②を指名する 

⑤をやめさせるかどう
かの裁判をする 

③院の解散を決める 

④の招集を決める 

⑥が憲法に違反して
いないかを調べる 

⑦が憲法に違反していないかを調べる 

⑧の長官を指名する 
その他の⑨を任命する 裁判所の働き 

争いや事故，犯罪などが起こったと

きに，法律にもとづいて問題の解決

を図る。 

○民事裁判や刑事裁判 

○法律が憲法に違反していないか 

○政治が憲法に違反していないか 

 

① 内閣 

② 内閣総理大臣 

③ 衆議 

④ 国会 

⑤ 裁判官 

⑥ 法律 

⑦ 政治 

⑧ 最高裁判所 

⑨ 裁判官 

⑩ 選挙 
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  自分ですすめる『学びの一歩』 （A３に拡大して使用） №４ 

小６社会科 『わたしたちのくらしと日本国憲法』  名前（                           ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ステップ３（学びを生かしてチャレンジ！） 

３．近年，選挙
せ ん き ょ

で投票
とう ひょ う

する人が減ってきていることが問題になっています。なぜ，投票する人が減ることが問題なのでしょ

う。その理由を考えて書こう（教科書 27ページ）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

選挙で選ばれた国会
こ っかい

議員
ぎ い ん

が，国民のくらしにかかわ

る法律
ほう り つ

や予算
よ さ ん

などについ

て話し合い，多数決
た す う け つ

で決め

ていたね。 

Q：国民の祝日は全部で何日あるかな？ちなみに「みどりの日」って，どのような祝日なの？ 

 

 

＜例＞ 

○選挙で自分が選んだ候補者に投票することは，税金をどのように納め，どのよう

に使うかを自分たちで決めることにつながるから。 

○若い人たちが自分の一票を大切にして投票することが政治への参加につながる

から。など 

 

 

４．内閣のもとで実際の仕事を受けもつのは，省
しょう

や庁
ちょう

です。例
た と

えば，財務省
ざ い む し ょ う

は国の予算
よ さ ん

や財政
ざ い せ い

に関する仕事をしていま

す。財務省にある国税庁
こ く ぜ い ち ょ う

では国民から集めた税金
ぜ い き ん

を管理
か ん り

しています。では，どうして税金が必要なのでしょうか。その理

由を考えて書こう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜例＞ 

○税金は，個人の収入にかかる所得税や住民にかかる住民税

など，さまざまな方法で集められる。集められた税金は，学校な

どの教育や公共施設・道路の整備など，わたしたちの生活を，よ

りよくするために必要だから 

○税金がなかったら公共サービスや公共施設を利用できなくな

るから。                                     など 

もし税金がなかったら，わた

したちのくらしはどうなってし

まうのかな？教科書27ペー

ジをヒントに考えよう。 

５．国の重要な役割を立法
り っ ぽ う

，行政
ぎょうせい

，司法
し ほ う

に分けて，それぞれの仕事を国会，内閣，裁判所が分担
ぶ ん た ん

して行なうしくみを三権
さ ん け ん

分立
ぶ ん り つ

といいます。では，どうして三権分立のしくみが必要なのでしょう。その理由を考えて書こう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三権
さんけん

分立
ぶんりつ

の関係図
か ん け い ず

（教

科書 31ページ）をヒン

トにしよう。例えば，国会

は裁判所に何ができるか

な？逆に裁判所は国会に

何ができるかな？ 

三権分立のしくみになっていれば・・・ 

＜例＞ 

○お互いの仕事を監視して，いきすぎを防ぐことができる。 

○権力がかたよらないようにバランスをとることができる。など 
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